
新リース会計基準

『借手側の注記明細』



Ⅰ．新リース会計基準のポイント

　　　今までのリース会計基準において、所有権移転外ファ
イナンスリース取引に関しては、、一定の注記を条件とし
て、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が
認められていました。

　　　しかし、新リース会計基準においては、例外処理として
認められていた賃貸借処理が廃止となり通常の売買取
引にかかる方法に準じた会計処理に一本化されることと
なりました。



Ⅱ．リース取引と判定基準

オペレーティング・リース取引

リース取引

ファイナンス・リース取引
•中途解約不能・フルペイアウト •ファイナンス・リース取引以外

※具体的判定基準（以下1.2のいずれかに該当する場合ファイナンス・リース取引）

1.現在価値基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が
現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積もり金額のおおむね90％以上で
あること

2.経済的耐用年数基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数のおおむね75％以
上であること（ただし、リース物件の特性、経済的耐用年数の長さ、中古市場の存
在を勘案すると1.の判定結果が90％を大きく下回ることが明らかな場合を除く。）
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Ⅳ．新リース会計基準の適用開始時期

　平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用します。四半期財務
諸表については、リース会計基準の円滑な適用を図るため、平成21年4月

１日以後に開始する事業年度から適用します（会計基準第24、46項）。

　なお、四半期財務諸表に係る早期適用を行わない場合、平成20年4月

1日以後開始する事業年度の四半期財務諸表においては、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係る残高（通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理による場合）が前年度末と比較して著しく変動していると

きは、従来と同様の注記（オペレーティング・リース取引に係る注記を除く）

を記載する必要があります（会計基準第24項）。

適用開始時期

原則 平成20年4月1日以後開始する事業年度

早期適用 平成19年4月1日以後開始する事業年度
※期末からの適用可

四半期財務諸表 平成21年4月1日以後開始する事業年度
（早期適用可）



Ⅴ．ファイナンスリース取引の注記
（会計基準第19、20、21項、適用指針第71項）

• 注記
　　リース資産については、その内容（主な資産の種類等）及び減価償

　　却の方法を注記します。ただし、重要性の乏しい場合（適用指針第32

　　項参照）は不要になります。

• 重要性の判定基準

　　以下の算式が10％未満の場合とされています。

　　未経過リース料の期末残高

未経過リース料の期末残高＋有形・無形固定資産の期末残高

※未経過リース料の期末残高は、通常の賃貸取引に準じて会計処理したものや原則法に
　従い利息相当額を利息法により各期に配分しているものを除きます。



Ⅵ．オペレーティング・リース取引の注記
及び転リース取引の注記

（会計基準第22項、適用指針第73、74、75項）

• オペレーティング･リース取引
　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リー
ス料は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと1年超のも

　　のとに区分して注記します。

　　ただし、重要性が乏しい場合（財規8の6Ⅱ）は不要になります。

• 転リース取引
　　　リース債権又はリース投資資産とリース債務を利息相当額控除前の
金額で計上する場合は、以下の金額を注記します。

　　　・リース債権又はリース投資資産

　　　・リース債務

　　ただし、重要性が乏しい場合（財規8の6Ⅲ）は不要になります。　　


	4P
	LeaseAccountRule



